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1　人間性をケア可能性から見る視点
－介護の現場から－

この視点が近代最大の発見と言われる人間性という
概念にまつわる諸問題に光をあててくれると思われた
のは、井口高志氏の論文、「『人間性』の発見という希
望と隘路－認知症とされる人を介護する家族の経験を
問うことから－」（1）を読んだときである。
家族介護者は、相手の「意思表示」「まともさ」－
ここでは誤解をおそれず「人間性」と呼んでおこう－
の発見を肯定的な出来事として強く意味づけて、介護
者としての役割を必死に継続している。（2）

「呆けても心は生きている」という認識は、認知症
の人に「思い」が存続していること、それ故、そこに
「人間性」を認識しなければならない、という主張に
つながっていく。こうしたことは近年のインタビュー
法での研究などを通して顕著になってきているが、そ
こで発見される「人間性」の内実についての吟味はあ
まりなされていないのが現状である。井口論文はこの
点の突破口を開いてくれる可能性があるように思える
のである。
「自分で食べようとする」自発的な「意思」を見出
すとか、「一瞬の痛さ、寒さ、暑さ」といった反応を
見つけるとかは、介護者以外の者では難しいのだが、
そこには確かに「まともな」母親の「反応」があるの
だという。
ここに成立しているのは、私がかつて「対生活者コ
ミュニケーション」と名付けた（3）ものと同じ性質の
ものである。私は母子間の喃語の成立をさして名付け
たのだが、ここでは老母の「喃語もどき」を介護者で
ある娘が解釈しているのである。喃語の場合、音声と
意味の対応が、その母子だけが了解している規則に
従っているのであったが、今は言語表現を失った老母
の「表現」は表情とかに現れる「兆候」でしかなく、
その意味を確立できるのは、対生活者である娘のみな
のである。そこには、一般性、公共性を欠くとは言え、
確かに複数の主体を拘束する規則が存在しているので

ある。対生活者コードのようなものが成立しているこ
とは、例えば老母が病院に入院したとき、娘は通いで
世話をすることになったのだが、「Bさんと一緒にい
るときには表情が違う」と看護師から指摘されたこと
でもわかる。ここまでくると、コードというよりは、
愛着や人見知りといった感情交流の存在の方が近いか
も知れないが・・・。
「二人きりなので、ついわかってしまうので、先回
りしてやってしまう」という娘の言葉は重要である。
つまり介護者は老母の表現を解読したのか、それとも
場の文脈を解読したのか、という問題である。場の文
脈は老母の表現によって決まるときもあるが、老母の
意思表明抜きに、その身体状況の知覚と過去の知識の
合成物として決まることも多いのである。場の文脈を
解読して、「当人の意思表現を待たずに」反応してし
まった場合、老母に想定された「人間性」は想像の産
物であり、幻影だったことになろう。いや、人間性と
はそもそも解釈者の思い入れによるねつ造物かも知れ
ないのである。

2　大監禁時代前後の出来事

M・フーコーが『狂気の歴史』や『監獄の誕生』で
記した事に従いながら、大監禁という歴史表現と「人
間性」の関係を考えていきたい。
中世社会では、狂人も子どもも（正常な）大人たち
に混ざって生きていたのだが、17 世紀中葉に全ヨー
ローッパ的に、社会的異物を監禁して監視することが
企てられるようになった。狂人は盗人や浮浪者と一緒
に監獄に入れられ、子どもたちは家庭や学校にかこい
こまれた。これが大監禁時代の到来である。（4）

監獄での出来事として重要なのが、一望監視装置（パ
ノプティコン）に見張られる中で、囚人達が常時「見
張られている」という意識を持つようになり、ひいて
は、自分で自分を監視するようになることであった。（5）

「理性」の産出である。理性とは教育によって形成さ
れた自己統制の審級なのである。
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時代を下って 18 世紀末から 19 世紀初頭に、社会的
排除として監禁されていた狂人たちが解放される日が
やって来る。ピネルがパリのサルペトリエール病院で
狂人たちを患者として遇すべく解放する。（6）こうして
狂人たちを患者として監獄外で処遇する「精神医学」
が成立してくるのである。余談ながら、子どもたちに
ついて言えば、彼らを家庭外で処遇する「学校教育」
が成立し、一般化していくのがほぼ同時代である。
さて、「人間性」の発見について言えば、一般的に
はこの囚人たちの解放のとき、「狂人の人間性が（再）
発見された」とされるのであり、それゆえピネルは「人
道的」医師と呼ばれる。狂人を人としてあつかったが
故に、人道的なのである。これが普通の見方であるが、
フーコーの見解は少し違う。フーコーの見るところ、
ピネルそして精神医学も本質的には偽善的なのであ
る。確かに非人間的、動物的扱いからは解放したが、
モラルの病という見えない網で再度からめとっている
からである。（7）患者は自分の行為を自己決定する自律
者＝自由人ではなく、医者及び家族の指示に従順であ
る限りにおいて「自由」であるにすぎない。

3　ルノーとフェリーの考える人間性

A・ルノーと L・フェリーが『68 年の思想』『個人
の時代』などの著作（8）で展開した考えによれば、フー
コーをはじめとする 68 年の思想は反 -人間主義であ
る。フーコーの「人間の死」の宣言ほど明快ではない
にしても、ラカン、リオタール、デリダ、アルチュセー
ルらの指導的立場の思想家たちは反 -人間主義という
点で一致しているという。後にポストモダンの思想と
してもてはやされる反 -理性主義という意味での反 -

人間主義のさきがけだったのである。
ルノーとフェリーはこの逆、つまりカントの流れを
汲む理性主義であり、人間主義である。この姿勢は大
監禁時代前後の意味把握において、フーコーと大きな
違いとなる。フーコーは中世社会が健常者と精神病者
という区別がまだ存在しない「解放的」で「寛容」な
社会だったという。これが大監禁時代の到来と共に、
あからさまな、暴力的区別そして排除がなされたので
あり、かつて人々の間に認められていた狂人の人間性
の認定がここでついえさったのである。そして大監禁
時代が終わったときに人間性の認定が回復したかとい

えば（フーコーによれば）さにあらずである。新たに
登場した精神医学は患者たちを人間として認定したの
ではなく、逆に人間性（特に理性）において欠損のあ
る者というレッテルを貼ったのである。
ルノーとフェリーの時代解釈は全く異なる。彼らに
よれば、中世社会の「寛容さ」は実際は「無関心」な
のであり、人々は狂人が自分の傍で生きようが死のう
が、関わる気がなかったのである。確かに近代の解放
後のおせっかいな治療と称する見えない支配網は、中
世にはない。しかし、この網の不在は、狂人たちが人
間扱いされていたことを意味するものではさらさらな
い。狂人たちは人間扱いはおろか動物扱いさえされて
おらず、ただ端的に無関心、無視の対象だったのであ
る。ルノーとフェリーの言葉ではないが、彼らの考え
方からすれば、大監禁の暴力的区別さえ無視よりはは
るかにましな動物視の如きものであっただろう。解放
後の網にからめとられることは、彼らの考えでは「人
間化（他我化）するための歩み（9）」であり、精神医学
的治療はレッテルを貼って患者をおとしめるためでは
なく、逆にすくいあげる営為なのである。

4　人間性とは何の謂いか

これまで、井口、フーコー、ルノーとフェリーの三
者の考える「人間性」の概略を見てきた。
井口の考えでは、人間性とは当人の意思伝達可能性
のことであり、少し拡大して意思解読可能性であった。
フーコーの考えでは、人間性とは何よりも自由であ
り、有形無形の拘束の廃棄で実現する何ものかであっ
た。
ルノーとフェリーにとって、人間性とは理性的な判
断力の存在のことであり、少し拡大して、暴力なしに
共に生きることができることである。
ここで総合にはいりたいが、われわれとしては井口
が「コミュニケーションに自分の思いをのせることが
できる」ことを人間性の定義の根幹としていた点に学
ぶことが多い。それはフーコーの場合のように「拘束
の無さ」のような否定表現による定義ではなく、肯定
表現による定義になっている。人間性は近代の概念ら
しく、主体的な行為能力として定義されるのである。
自由であることは、人間であることが実現した結果と
して出現する付随的なことがらである。
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さて、ルノーとフェリーの理性主義的な人間性の定
義と井口の考えとの関係はどうなっているだろうか。
ルノーとフェリーの考えは一種の段階論である。主
体性、特に解釈意思なし（中世）、動物的主体性（大
監禁）、人間的主体性（解放後）の三段階である。コミュ
ニケーションが成立するためには、何よりも表現意思
と解釈意思が存在しなければならないから、第一段階
は除外されよう。第二段階の動物的主体性でも、「そ
れなりの」コミュニケーションは成立するから、ここ
で「人間性」の存在を認めてもよいことになる。実際、
認知症の進んだ老母の主体性認知と、かわいがってい
る犬の主体性認知と、どちらが容易か判断になやむで
あろう。相手の意思のようなものが伝わってくる点で
は、しかも言葉ではない点でも同じなのである。人間
は動物の一種なのだから、何の不思議もない連続性で
ある。
第三段階の理性的主体性であるが、これがフーコー
の指摘通り、ある種の拘束の下に成立していることに
注目しよう。言語的に意思を表現し、解釈されれば一
番よいのだが、これがぼう大な数の規則群の上に成り
立っていることは周知のことである。精神病者の場合、
彼らが第三段階的に処遇され、人間性を認定されるの
は、言語的あるいは非言語的に意思伝達が成立したと
きである。つまり規則群への服従を前提としているの
である。これは理性欠損状態のままでの自由の享楽で
はさらさらなく、一定の理性能力の回復を実現した上
での一定の不自由の受容である。不自由（拘束）との
対決によって自己の能力の証を刻みこんだ上でのコ
ミュニケーション実現のよろこびである。
さて、井口の考える人間性が「ケア可能性」として
その存在をたしかめうるものであったことを思いおこ
そう。論じてきたコミュニケーションの成立は一般に
考えられているような、相互的なものではなく、人間
性を認定される側の意思表現力が著しく弱くて、それ
を認定する側が解釈能力の強力さでもって補っている
ものであった。それが「ケア可能性」としてのコミュ
ニケーションの成立である。ケア可能性とは、いわば
非対称コミュニケーション可能性なのである。ここで
は、人間性は理性的能力、道具的能力をかなりの程度
失っても、立派にその存在を認定されるのである。「人
間性」がねつ造の臭いがするのは、非対称コミュニケー
ションによって認定されることが多いからであろう。

本人が認定できなくてもよいとされるからである。解
釈者の思い入れ次第のように見えるからである。内の
回路で為されるはずのことが、外の回路で為されるか
らである。

5　人間性と自己性の間

要介護者において認定されたりされなかったりする
「人間性」のあやしさと、精神分析がいうところの「自
我」のあやしさとが、同根のものではないか、という
のが、この節の検証対象である。
精神分析がいうところの自我のあやしさとは何で
あったか。本当の自己とは、自己の認識する「自己だ
とおもうもの＝自我」ではない。本当の自己は分析技
法を介してはじめて明らかになるもので、通常は「そ
れ（Es）」と名付けられている。（10）つまり、意識され
る自己とは真の自己ではなく、意識されない自己こそ
が真の自己だというのである。（11）

人間主体の本当の姿は、自己意識には像を結ばず、
かえって、「そうであってほしい自己」などといった
偽りの像を結ぶという事実があるということである。
一般化して言えば、人間はそうあってほしいことを投
影して認識する傾向があるのである。
自己像が本人に甘いものであることは、世界事象の
認識が自己に甘いものであるほどに害はない。つまり、
生存に関する危険にはつながらない。というよりも、
真の自己像を認識することが、世界への適応の問題と
してなり立ってはおらず、社会的関係性の次元での錯
覚として成り立っているからである。つまり、自己と
は、他者のようななにものかだ、という同類意識とし
て成立しているのである。精神分析が同一視と名付け
たこのメカニズムは人間の自己認識の根本傾向だとい
えよう。ただし、人間独自のものだといっているので
はない。魚でも鳥でも異性への自己アピール行動にお
いて、同性の個体へのライバル視が同一視現象の一つ
として出現する。生殖行動におけるこれらの自他混同
現象（12）は、種に属しながら個体としての自己をアピー
ルする必要性がひきおこす副産物である。実際、種の
視点からすれば、雄として生殖行動に参与するのがど
の個体であろうとかまわない。雄の個体が他を押しの
けて自己を主張する理由がないのである。個体として
の自己主張をしない働きバチの行動こそ、合理的であ
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るように思われるのである。
さて、自己認識が幻想的、錯覚的自己像に行き着い
てしまうことと、種に属するものでありながら、個体
の個別性にこだわることの間に、どのような関係が成
り立っているだろうか。
錯覚としての自我像が、自他関係における矛盾（one 

of themと only oneとの対立）を解消することに注
目しよう。他と並存しつつ、自己存在の個別性を主張
することは、例えば権力的に他者を支配することで実
現する。支配者としての自己像はその自己愛の故に、
自己が本当は他と並存する者にすぎない、という真実
にヴェールをかけてしまう。この真実の部分を見ずに
いることを可能にしているものこそ、「支配者として
の自己」という錯覚的自我像なのである。（これが錯
覚であるのは、二面のうちの一面しか見ないからであ
る。われわれは自己についての真偽を軽率に語りすぎ
たかも知れない。自己が複数の現れ方をするのであれ
ば、それらの全体をもって真の自己とするというのが
われわれのとりあえずの提案である。一面性はその一
面へのとらわれの故に偽なのである。もちろん多様な
自己の現れの中には、そのような一面性としての限界
にとどまらない文字通りの偽があるかも知れない。そ
の場合でさえも、「何故にそのような偽の自己が現れ
たか」を理解することでその偽は有意義な情報として
の自己像となるのである。）
生殖行動における雄の自己主張も、同様に理解可能
である。即ち、個体としての自己主張にはまりこんで
いる雄としては、自分がただの種の一員であって、そ
れ以上ではない、という真実は認めたくはない。むし
ろ否認したい。この個体の自己意識に現れる自我像は、
まさに自己特有の像として機能する。同類の像と何の
違いもない像であるにも拘らず、である。「種の一員」
という真実はヴェールをかけられて見えなくなってい
るのである。であればこそ、雄の個体は知覚した「種
の一員」の刻印としての生殖模様に、敵の個体に対す
るかのように攻撃をしかける。それが「種の一員」と
しての自己像と同じものであるにも拘らず、である。
もっとも、これらの解釈は「それがライバル現象とい
うものだ」の一言に及ばないのであるが・・・。

「自己とは何か」という問いと、「人間（性）とは何
か」という問いは双生児のような関係にある。前者が

個体としての自己と種としての自己の双方を含んでい
るのに対し、後者は明らかに種としての自己を問うて
いるように見える。
われわれは井口論文において、「人間性」がいかな
る条件の下に、人間主体に対して認定されたりされな
かったりするのかを問うてきた。これは明らかに「種
の一員」の資格認定であった。一方、精神分析がいう
自我の錯覚性とは、われわれの理解するところでは、
「個体特有性」と「種の一員性」との混同であり、矛
盾対立であった。個体特有性は、一人称の主体が固有
名をもって自己を同定するとき、確定される。一般に
これは種の一員としての自己の同定よりも高級な精神
的行為だとされている。つまり自己固有性の認識は人
間性の認識を超過する部分である。普段の生活におい
て、この部分は特段の必要性がない。ところが、個体
の生存の余剰部分としての「生殖行動」において、こ
の部分がにわかに重要となり、その表現に高度な工夫
がなされることとなる。つまり、「種の一員でありな
がら、他よりも卓越している個体」という自己表現の
し方である。おなじみの「流行を先取りして、他より
も抜きんでる」やり方としてファッションでよく知ら
れているものと同型である。生殖行動における主体の
自己認識は、自己の二面性にいかに対処するかという
大仕事なのである。
ここでのわれわれの主張では、「種の一員性」こそ
真の自己であり、「個体特有性」は精神分析の言う自
我と同様、錯覚なのであるが、これは換言すれば、自
己は外部の回路でこそ認識されるのであり、内の回路
で認識されるのは実は妄想的錯覚だと言うことであ
る。日常的な自己認識とは逆である。

6　私の行為の意味とは何か

話を分かりやすくするために、意味一般ではなく介
護対象である老母の行為の意味としておく。
前節までの考察から、主体の＜私＞性に二つの意味
があることがわかった。個別主体としての私と人一般
の主体性を指す私である。固有名詞で同定される私と、
一人称代名詞＜私＞で同定される主体の違いと言って
いいだろう。
水を飲むという行為の意味は、この二つの私にとっ
てどのように違ってくるだろうか。固有名詞の私とし
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ての母が水を飲むことの意味は、「ああ、母はこんな
にのどが渇いていたのだな。かわいそうに。昨日はあ
まり水を飲んでいなかったからな」といったように、
母の行為の理由とか、因果関係としての原因とか、目
的とかの形で了解されるであろう。つまり、個人とし
ての主体＝母の理由とか目的とか原因とかである。
ここで話が込み入ってくるのは、個人としての行為
主体の理由、目的、原因と言っても、「当の個体を生
起の場とした」「人一般の行為理由、目的、原因」で
ある場合も多いからである。というより、この二つの
区分けは厳密には不可能である。水を飲みたがるのは
個体的個人主体である母であるし、同時に人一般の生
理的要求でもあるからだ。
一応の区別として、母個人の生活史に理由とか目的
とか原因を求めることができる場合、これを固有名の
主体としての母の個人の行為の意味とし、そうではな
く、人一般の性向に理由、目的、原因を求めるしかな
い場合、これを人一般としての母の行為の意味としよ
う。たとえば、「忙しくて昨日は一日ほとんど水を飲
んでいなかったから」は固有名の主体の行為理由であ
り、「運動量、発汗量から推測して 300ccの水の補給
が必要だ」という理由は、人一般の身体主体の生理的
必要であり、行為の意味だと言えよう。後者の場合、
行為の意味はほとんど原因と言っていいものであり、
前者が個人特有の生活史的事実が行為を説明できる、
あるいは了解させる理由となっていたのと対照的であ
る。意味をわからせるのが生活史的経験事実であるか、
生理学的法則であるかの違いと言ってもよかろう。
われわれは話を分かりやすくするために「生理学的
法則で説明がつく」行為の場合を人一般の行為とした。
しかし、厳密には主意的な行為は「自由意思」による
ところが大きいというのが定義であり、法則で説明が
つくのは行為の発端とか末端とかに過ぎないであろ
う。生理学的法則で説明がつくのは行動であって行為
ではないのである。本来われわれが問題としたのは、
行為主体の二つの水準、個体的主体と人一般的主体の
区別であって、行為主体と行動メカニズムの区別では
なかったのである。図らずも人一般的主体の行為理解
を行動メカニズムの理解になぞらえることに行き着い
てしまったが、これが比喩的な表現の彩ですむものか
それとも根本的な誤解が入り込んでしまったのかを確
認しなければならないだろう。

おそらく、発端や末端が法則で説明がつく行為、と
いう表現をしたときから混乱は始まっていたのであ
り、このような表現がぴったりくる行為を「身体主体
の行為」というように特定しておくべきであった。こ
れが行動でないことは、例えばメルロ＝ポンティの現
象学的記述（13）を参照すれば明らかである。そして何
よりも、身体主体は匿名の主体と言われるように、人
一般的人間主体として固有名の主体を下支えするよう
な主体なのである。身体において人間は行動と行為を、
法則と自由を連結するのである。
逆に言えば、身体主体性に支えられた（動物主体性
に支えられた）個体的主体の意思表現こそが、「この
私の思い」を表したものとして、「人間性の存在」と
して受け取られるのである。はじめの定義では人一般
的主体を指すものであった「人間性」が、ここでは当
該主体と解釈主体のペア生活史の存在を前提にするも
のに意味を精密化してきたようである。この定義にな
ると、家族もペット動物も同様に「人間性」を認定さ
れてしまいかねないのではあるが・・・。

7　結論にかえて

人間性の存在認定は自己モニターによる自己認識
（内の回路）ではなく、周囲の他者たる解釈主体によ
る他者認識の回路（外の回路）を通してなされるので
あり、これを単なる「もの」認識に貶めない条件の把
握が重要である。それは、今のところ「当該主体と解
釈主体のペア生活の成立事実」である。ペア生活の成
立事実こそが相互に外部から意味を与え合った経験蓄
積の結果として、行動の行為への読み替えを可能にす
るのである。特別なこの私という認識は常識では内の
回路で為されるものとされるが、この内の回路自体、
他者との関係生活を送る中で、自他の切り分けを習得
して初めて成立してくるものである。もちろん、ペア
生活の成立自体が、両主体の身体としての、それも共
鳴し合う身体としてのあり方に基礎を置いているので
ある。
「行為」の認知と「人間性」の認知が同じであるこ
とは、以上の講論から既に明らかであろう。私の行為
あるいはこの他者の行為の意味は「特別な私」あるい
は「特別なあなた」の行為の絡み合う対生活の流れの
中でこそ浮かび上がってくるのだ。つまり、人間性と
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は単に人一般的主体性の謂いではなく、相互交渉にお
ける認識が対称的であるか否かにかかわらず、特別な
個体としての主体性と人一般的な主体性との同時的、
重層的認知だったのである。そしてこれは、普通は言
語的意思表明において確かに為しおおせているのであ
る。（私が「私」と言うとき、私が人一般的主体であ
ると主張すると同時に、私がかけがえのない特別の私
であることが主張されている。）この人一般性と「特
別な私」性の一致の信念こそ、フーコーがこだわる自
由の認識であり、ルノーとフェリーのこだわる判断力
の認識である。というのも、人一般性としての私は「心
理法則に決定された私」に還元される危険につきまと
われているのだが、かろうじて「この私はかけがえの
無さの意識において心理法則を超えている」ことが確
認できるからであり、又これは、特殊な私が普遍的な
私に含まれうるという信念として、まさしく「判断」
の成立を示すものであるからだ。（14）

更に言うならば、人間性の認定とは、外の回路の認
識と内の回路の認識とが同じであるという信念の成立
に他ならない。それが信念以上の客観性を持たないの
は、内の回路の認識が主観的なもの以外ではあり得な
いからである。そして、この認定は客観性を条件とす
るものではなく、社会性、つまり外の回路と内の回路
の一致を条件とするものなのである。社会性はペア生
活史の中で育まれたものである。ペア生活史は単なる
主観の現象を間主観的現象に転じさせ、恣意の戯れか
も知れないものを人の共通規則に従う何かとして、つ
まり「人間性」として現象せしめるのである。養育の
場面であれ、介護の場面であれ・・・。
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